
令和元年度第１回門真市美しいまちづくり推進協議会総会 議事録 

会議の名称 令和元年度第１回門真市美しいまちづくり推進協議会総会 

開 催 日 時 令和元年６月４日(火) 午後１時30分から午後２時30分まで 

開 催 場 所 
門真市立リサイクルプラザ５階 マルチホール 

(門真市深田町19番５号) 

出 席 者 

【出席】（出席人数 13人/全19人中） 

 会長   葭田 正子    副会長  西口 眞弓 

 会員   品川 幸子    会員   河村 弘喜 

 会員   日置 芳太郎   会員 (代)上村 梨恵 

 会員   網谷 朝代    会員   赤井 雅美 

 会員   小林 隆     会員 (代)高橋 道夫 

 会員   大枝 千晋    会員 (代)森本 富美雄 

 会員 (代)水野 知加子 

【欠席】 

会員   河瀬 毅     会員   神田 悠 

会員   下谷 正吾    会員   西谷 俊博 

 会員   若林 誠     会員   西尾 陽介 

【事務局】 

 市民生活部次長  廣田  環境政策課長 北倉 

 環境政策課長補佐 上田  環境政策課  宮竹 

 環境政策課    友田 

議 題 

（ 内 容 ) 

① 平成30年度事業実績報告について 

② 令和元年度事業計画（案）について 

③ 美しいまちづくり表彰・環境美化表彰被表彰者の選定について 

④ エコ・アートコンクールについて 

⑤ 路上喫煙対策について 

傍 聴 定 員 なし 

担 当 部 署 

(事務局 )  

(担当課名) 市民生活部 環境政策課 

(電 話) 06－6909－4129(直通) 

 

 

 

 



1 

宮竹(事務局) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員一同 

 

宮竹(事務局) 

 

 

 

葭田会長 

 

宮竹(事務局) 

 

 

西口副会長 

 

宮竹(事務局) 

 

 

品川会員 

 

 

宮竹(事務局) 

 

 

河村会員 

 

 それでは、定刻となりましたので、只今より令和元年度門真市

美しいまちづくり推進協議会第１回総会を開催いたします。会員

の皆様におかれましては、ご多忙の中、ご出席いただきましてあ

りがとうございます。 

 本日の司会を務めさせていただきます、協議会事務局・環境政

策課の「宮竹」でございます。よろしくお願いいたします。 

 はじめに、お手元に配布させていただいております、資料のご

確認をお願いしたいと存じます。資料の目次のとおり揃っており

ますでしょうか。不足がありましたら、お知らせください。 

 

そろっています。 

  

続きまして、当協議会会員のご紹介をさせていただきます。 

 本協議会会長を務めていただいております、「門真市消費生活

研究会 会長」の「葭田 正子」様です。 

 

葭田でございます。よろしくお願いいたします。 

 

本協議会副会長を務めていただいております、「門真市子ども

会育成連合会 副会長」の「西口 眞弓」様です。 

 

 西口でございます。よろしくお願いいたします。 

 

「門真エイフボランタリーネットワーク 会長」の「品川 幸

子」様です。 

 

品川でございます。何も分かりませんのでよろしくお願いいた

します。 

 

不法屋外広告物対策部会 副部会長を務めていただいておりま

す、「門真市自治連合会 監事」の「河村 弘喜」様です。 

 

 自治連合会の河村です。どうぞよろしくお願いします。 
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宮竹(事務局) 

 

 

日置会員 

 

宮竹(事務局) 

 

 

 

 

 

網谷会員 

 

 

 

 

宮竹(事務局) 

 

 

 

上村会員代理 

 

宮竹(事務局) 

 

 

赤井会員 

 

宮竹(事務局) 

 

小林会員 

 

宮竹(事務局) 

 

 

 「門真市青少年育成協議会 会長」の「日置 芳太郎」様で

す。 

 

 日置でございます。よろしくお願いします。 

 

現在お席にはお見えになっておりませんが、「門真市PTA協議会 

会長」の「加藤 諭」様の代理で、「顧問」の「上村 梨恵」様

です。 

続きまして、「門真市ボランティアグループ連絡会 監査役」

の「網谷 朝代」様です。 

 

 網谷でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

〔「門真市PTA協議会 会長」の「加藤 諭」様の代理、「顧問」

の「上村 梨恵」様、ご着席〕 

 

お越しいただいたので改めて紹介させていただきます。「門真

市PTA協議会 会長」の「加藤 諭」様の代理で、「顧問」の「上

村 梨恵」様です。 

 

よろしくお願いします。 

 

 「門真市民生委員児童委員協議会 副会長」の「赤井 雅美」

様です。 

 

赤井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 「門真市老人クラブ連合会 会長」の「小林 隆」様です。 

 

小林でございます。よろしくお願いします。 

 

 「一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会 京阪河内支部 支

部長」の「河瀬 毅」様は欠席のご連絡をいただいております。   

また、「一般社団法人 守口門真青年会議所 理事長」の「神



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

高橋会員代理 

 

宮竹(事務局) 

 

 

 

 

 

 

大枝会員 

 

宮竹(事務局) 

 

 

 

 

森本会員代理 

 

宮竹(事務局) 

 

 

 

水野会員代理 

 

宮竹(事務局) 

 

田 悠」様につきましても欠席のご連絡をいただいております。 

 さらに、「関西電力㈱ 送配電カンパニー 大阪北電力本部 

守口配電営業所 所長」の「下谷 正吾」様につきましても欠席

のご連絡をいただいております。 

 続きまして、「公益社団法人 全日本不動産協会 大阪東支部 

支部長」の「永松 秀昭」様の代理で、「無料相談担当部長」の

「高橋 道夫」様です。 

 

高橋です。どうぞよろしくお願いします。 

 

 「西日本電信電話㈱ 大阪支店 環境デザイン室長」の「西谷 

俊博」様は欠席のご連絡をいただいております。 

 また、「守口門真商工会議所 事務局次長・総務部長」の「若

林 誠」様につきましても欠席のご連絡をいただいております。 

続きまして、「国土交通省 北大阪維持出張所 所長」の「大

枝 千晋」様です。 

 

大枝です。どうぞよろしくお願いします。 

 

「大阪府門真警察署 生活安全課長」の「西尾 陽介」様は欠

席のご連絡をいただいております。 

続きまして、「大阪府枚方土木事務所 所長」の「篠田 伸

司」様の代理で、「課長補佐」の「森本 富美雄」様です。 

 

 森本です。よろしくお願いいたします。 

 

 最後に、不法屋外広告物対策部会長を務めております、「門真

市長」の「宮本 一孝」の代理で、「市民生活部長」の「水野 

知加子」です。 

 

 水野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 なお、「門真市美しいまちづくり推進協議会設置要綱第12条」

に基づき、本日の出席者13名、欠席者６名により、過半数を超え
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北倉(事務局) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

葭田会長 

 

 

 

宮竹(事務局) 

 

ておりますので、本協議会が成立いたしますことをご報告いたし

ます。 

 それでは、事務局を代表しまして、環境政策課長の「北倉」よ

り、ご挨拶申し上げます。 

 

 環境政策課長の北倉でございます。よろしくお願いいたしま

す。座って失礼させてもらいます。 

 協議会開会に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。 

会員の皆様方におかれましては、公私何かとご多忙の中、ご出

席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

 平素は会員それぞれのお立場におきまして、本協議会の目的で

ある「市民、事業者及び関係行政機関等が一体となって、本市を

美しくする市民運動」の推進にご尽力いただくなど、市政の各

般、とりわけ環境行政に多大なるご理解ご協力を賜り、厚く御礼

申し上げます。 

 本市におきましては、平成25年10月の「門真市環境基本条例」

の施行に伴いまして、条例の基本理念に基づき、環境に関する施

策を総合的、計画的に推進するための指針となる「環境基本計

画」を平成27年３月に策定しました。環境基本計画の実現のため

には、本協議会の活動が大きく寄与するものと確信いたしており

ます。 

 本日の会議も例年通りの案件を予定しておりますが、会員の皆

様のより一層のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げまし

て、簡単ではございますが、開会のご挨拶とさせていただきま

す。 

 それでは今後は会長に議事進行をお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 

 それでは、次第に沿って進行させていただきます。 

案件１、平成30年度事業実績報告について、事務局よりご説明

をお願いいたします。 

 

 ３ページから５ページの「平成30年度事業実績報告」をご覧く

ださい。 
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葭田会長 

 

 

 まず、第１回総会を５月30日の水曜日に門真市立リサイクルプ

ラザ５階マルチホールで開催しました。当日は13名の会員にご出

席いただきました。内容は記載されているとおりです。 

 次に、９月１から30日までの期間を清掃月間としまして、地域

の方々のご協力により、お住まいの地域やお勤め先の周辺の清掃

活動に120団体5,267名のご参加をいただいております。なお、９

月15日の土曜日に市内統一清掃を開催する予定でありましたが、

当日は雨天の予報となっていたため中止とさせていただきまし

た。 

 次に、第２回総会を11月21日の木曜日にリサイクルプラザ５階

マルチホールで開催しました。当日は10名の会員にご出席いただ

きました。内容は記載されているとおりです。 

 そして、２月17日の日曜日に門真市立リサイクルプラザで開催

されました、かどまエコフェスティバルにおきまして、美しいま

ちづくり表彰式及び環境美化表彰式を実施いたしました。被表彰

者及び被表彰団体については記載されているとおりです。 

 続きまして、不法屋外広告物対策部会におきまして、広告物の

警告・撤去活動を５月、６月、７月、10月、11月、１月、３月に

実施し、10月につきましては、啓発活動として、門真市駅前で啓

発チラシ入りのポケットティッシュを850個配布しております。 

 平成30年度のごみの回収量は、45リットルのごみ袋で計20袋と

なっております。また、看板が路上にでている、のぼりが道路に

掛かるように出しておられる場合等の啓発を行った店舗はござい

ませんでした。 

最後に市民清掃活動支援といたしまして、美化用具等貸与事

業、美化サポートプログラムさわやかロード事業、違法屋外広告

物追放登録員制度事業という、３つの事業を行っております。実

施団体数は表のとおりとなっておりまして、随時受け付けてござ

います。 

報告は以上です。 

 

 ありがとうございました。只今、昨年度の報告を事務局よりお

聞きになって、何かご意見等あれば頂戴したいと思いますが、い

かがでしょうか。 
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葭田会長 

 

 

 

 

宮竹(事務局) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

葭田会長 

 

 

 

＜異議なしの声あり＞ 

 

 異議なしというお言葉をいただきましたので、それでは、次の

案件に移りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

案件２、令和元年度事業計画（案）について、事務局より説明

をお願いいたします。 

 

 本年度の活動について、ご説明いたします。 

資料の６ページをご覧ください。まず、第２回総会の開催につ

きましては、９月下旬を予定しております。 

 次に、「キラッと！かどま2019」につきまして、清掃月間とし

て９月一か月間を対象として実施いたします。また、市内統一清

掃９月14日の土曜日に午前10時より実施する予定です。 

続きまして、10月27日の日曜日に開催予定の「かどまエコフェ

スティバル」会場内において、美しいまちづくり会長表彰、環境

美化表彰、第５回かどまエコ・アートコンクール表彰式を行いま

す。各表彰式の被表彰者につきましては第２回総会にて決定する

予定でございます。 

美しいまちづくり表彰、環境美化表彰、エコ・アートコンクー

ルにつきましては、後ほどご説明いたします。 

 続きまして、不法屋外広告物対策部会の活動につきましては、

７月、１月、３月の毎月第３木曜日に撤去活動を実施し、11月の

第３木曜日に啓発活動を実施します。なお、５月の撤去活動につ

いては既に実施済みでございます。 

市民清掃活動支援につきましては、８ページに記載のとおりで

す。 

また、路上喫煙の防止に関する条例周知活動につきましては、

後ほどご説明します。 

説明は以上です。 

 

 ありがとうございました。只今、事務局の方よりご説明いただ

いたのですが、皆様方の中で何かこの件につきましてご意見等あ

れば頂戴したいと思いますがいかがでしょうか。 
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網谷会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上田(事務局) 

 

 

 

 

 

網谷会員 

 

上田(事務局) 

 

 

 

 

葭田会長 

 

網谷会員 

 

葭田会長 

 

 

 

葭田会長 

去年の一掃清掃の時にアンケートの後で自治会に送付された書

類の中に市民清掃活動支援のところに清掃用具で箒、チリトリ、

火バサミ、十能、鎌、軍手等の貸与を行うと書いてありますけ

ど、省略させてもらってもよろしいでしょうかという内容のアン

ケートがあったように思います。 

これはボランティアグループとは関係ありませんが、私の方の

自治会からはもうそういう費用のかかるようなものはみんななく

していただいて結構ですよというようなご返事を出したんですけ

ど、この事業計画によるとやはり箒やチリトリ、火バサミも貸与

するという内容になっているんですけど、従来通りにしてほしい

という意見が多かったわけですか。 

 

 今回ここに書かせていただいていますのは、美化用具の貸与事

業の分でして、「キラッと！かどま」の時にお配りする用具とし

ましては、火バサミ等は今回から削除させていただきまして、今

回配布をさせていただくのはごみ袋と軍手のみを予定しておりま

す。 

 

出来るだけ省略なさった方がいいと思います。 

 

そうですね。「キラッと！かどま」に関しましては一部省略さ

せていただきまして。これは普段の清掃活動の団体支援の分にな

りますので、こちらについては引き続き貸与を行なっていくとい

う風になっております。 

 

よろしいでしょうか。 

 

結構です。 

 

他にございますか。 

 

＜異議なしの声あり＞ 

 

異議なしというお言葉をいただきましたので次に移らせていた
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宮竹(事務局) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

葭田会長 

 

 

 

 

 

 

 

だきます。 

 それでは、案件３ですが、美しいまちづくり表彰・環境美化表

彰被表彰者の選定について、事務局より説明をお願いいたしま

す。 

 

 美しいまちづくり表彰につきまして、ご説明いたします。 

 10ページの「美しいまちづくり表彰実施要領」をご覧くださ

い。５．表彰基準のいずれかに該当する個人又は団体を対象に、

被表彰候補者の選定を行いますので、本協議会員の皆様におかれ

ましては、先日送付させていただきました推薦書にて候補者の推

薦をお願い申し上げます。 

 続きまして、環境美化表彰につきまして、12ページの「環境美

化表彰実施要領」をご覧ください。美しいまちづくり表彰と同様

に、４．表彰基準のいずれかに該当する個人又は団体を対象に、

こちらも先日送付いたしました推薦書にて候補者の推薦をお願い

申し上げます。なお、表彰基準第４号の「市長が表彰することが

適当と認めた個人又は団体」に基づき、「キラッと！かどま」市

内統一清掃に５年以上ご協力いただいた団体様を次回事務局より

推薦報告したいと考えております。 

 美しいまちづくり表彰、環境美化表彰において、推薦いただき

ました被表彰候補者につきましては、次回の第２回総会において

審議選定を行っていただき、本年10月に行われる予定の第６回か

どまエコフェスティバルにおきまして、表彰式を執り行う予定で

ございます。 

説明は以上です。 

 

 ありがとうございました。只今、表彰の件につきましてご説明

をいただいたわけですが、何か皆様ここがちょっと分からないと

いうようなことがありましたらお聞きいただいたらいいかと思い

ます。 

５年とか10年って書いてあるんですけれども、何年から何年ま

でっていう活動歴を推薦書に全部書いておかないといけません

か。 
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上田(事務局) 

 

 

葭田会長 

 

 

 

葭田会長 

 

 

 

 

 

宮竹(事務局) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

葭田会長 

 

 

そうですね。大体で結構ですので活動歴というのはご記載いた

だきたいと思います。 

 

分かりました。他に何かございませんでしょうか。 

 

＜異議なしの声あり＞ 

 

それぞれの団体でさまざまな活動をされていると思いますが、

この機会にぜひ各団体で御調整いただき、推薦候補者を事務局ま

でお知らせくださいますようにお願いをいたします。 

それでは、次の案件に移りたいと思います。案件４、エコ・ア

ートコンクールについて、事務局より説明をお願いいたします。 

 

 エコ・アートコンクールは、学校の総合学習の時間に環境につ

いて学ぶ、門真市在住の小学４年生を対象に環境に関するポスタ

ーを描いていただくもので、毎年300作品を超える応募がございま

す。 

 別紙１は対象児童に配布するチラシ（案）です。 

 18ページのスケジュールのとおり、第２回総会におきまして、

会員の皆様には、最優秀賞１作品と優秀賞６作品、佳作６作品程

度を選定いただきたいと考えております。 

 ご応募いただきました全作品は、リサイクルプラザ内に一定期

間展示させていただくほか、市内の大型店舗等やごみ収集車にも

展示を予定しております。 

 エコ・アートコンクールの周知も含め、入賞者の作品をさまざ

まな場所に展示していきたいと考えておりますので、新たな展示

場所確保にご協力くださいますようお願いいたします。 

また、表彰式は本年10月に予定している第６回かどまエコフェ

スティバルにて、行う予定でございます。 

説明は以上です。 

 

 ありがとうございました。只今ご説明いただきましたこの件に

つきまして何か皆様の方でご意見ございましたらいただきたいと

思います。 
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日置会員 

 

 

 

上田(事務局) 

 

 

 

 

日置会員 

 

上田(事務局) 

 

日置会員 

 

 

上田(事務局) 

 

 

 

 

 

日置会員 

 

小林会員 

 

 

上田(事務局) 

 

 

 

 

葭田会長 

 

これは学校関係だから校長先生や教頭先生に言ってもらったら

いいことじゃないですか。僕から言ってもいいけど、あなた方か

ら言ってもらった方が良いんじゃないですか。 

 

 実施にあたりましては各学校の校長会でご説明します。実は、

このエコ・アートコンクールの最終審査を第２回総会で行います

ので、まず実施をする前にスケジュールのご説明をさせていただ

いたところです。 

 

 まあ良いことだからやってあげてください。 

 

 はい。よろしくお願いいたします。 

 

 ここにいるPTAの方のほうが関係があると思います。我々おじい

ちゃんは関係ないんじゃないかと思いまして。 

 

いえ、今回描いていただくポスターが環境の啓発のポスターで

すので、第２回の総会の場で、皆さま方にポスターをご覧いただ

き、分かりやすい、啓発にふさわしいポスターを選んでいただき

たいと思っておりますので、ぜひ第２回の際には審査にご協力を

よろしくお願いいたします。 

 

了解です。 

 

優秀賞に選ばれた小学生に、せめて図書券でも進呈したらどう

かなと思うんですけどいかがでしょうか。 

 

現在、色鉛筆と表彰状とこちらで簡単に用意できるものをお渡

ししている状況でございます。今後表彰者に対しての商品につき

ましては検討させていただけたらと思っておりますのでよろしく

お願いいたします。 

 

今良いご意見でましたので、事務局の方でぜひ予算をとってい

ただいてご検討をお願いします。 
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葭田会長 

 

 

 

宮竹(事務局) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日置会員 

 

 

 

 

 

 

 

小林会員 

 

 

 

他に何かございますか。 

 

＜異議なしの声あり＞ 

 

 それでは、次に移らせていただきます。案件５、路上喫煙防止

対策について、これも事務局より説明をお願いしたいと思いま

す。 

 

 はい。平成31年３月25日に、門真市路上喫煙の防止に関する条

例が公布され、本年10月１日に施行されます。19、20ページに条

文を掲載しております。 

それに伴い、路上喫煙の防止に向けた啓発活動につきまして、

本協議会員の皆様にご協力をお願い申し上げます。 

活動内容は、駅前周辺にて啓発チラシの配布による啓発を行う

ものでございます。 

活動日時としましては、６月、８月、10月、12月、２月の第３

木曜日の午後１時30分開始を考えております。喫煙者のマナー向

上及び市民の安全で快適な生活環境の確保のため、啓発活動にご

協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。説明は以上です。 

 つきましては、全会員に協力のお願いをさせていただきたいと

考えておりますが、いかがでしょうか。 

 

 僕の調べたところではたばこ税は地方税で、門真市のたばこ屋

で買ったら直接門真にお金が入るんですよ。 

こういうのはマナーだけの問題ですので、出来れば灰皿を用意

してあげるとかすればいいのではないでしょうか。僕はたばこは

嫌いですが酒は好きで、酒税は国税ですのであまり門真にお金は

入らないです。門真でたばこを吸ってもらえたら非常に有り難い

ですね。以上です。 

 

第７条と第８条に「市長は」と書いてありますが、これは直接

市長個人が勧告を受けた者に対して過料するということで、市の

職員が代行するという意味じゃないんですね。 
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上田(事務局) 

 

 

 

小林会員 

 

 

上田(事務局) 

 

 

 

 

 

小林会員 

 

葭田会長 

 

河村会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日置会員 

 

葭田会長 

 

 

 

 

 いえ、「市長は」というのは門真市を代表する者という表現の

ものでございまして、我々市職員は市長の代理という形で実施を

するものでございます。 

 

 だけど条文だけ見ると「市長は」という個人の表現になってい

るので、これは条例としておかしい。 

 

市長の名前で処分を行うという形になります。皆さま方に納税

通知書等が届いていると思いますが、すべて門真市長の名前が入

っていると思います。実際の話でいきますと、すべて市の職員が

通知を行なっておりますので、我々が市長の名前の元、業務を行

うという形になります。 

 

分かりました。 

 

 他に何かございますか。 

 

 路上喫煙は個人の意識の問題で、自分自身が自覚しないといけ

ないことだと思いますので、いろんな場所で、自治会だったら役

員会やまちづくり会等で話し合いを繰り返し行うことが大事じゃ

ないかと思います。それでまちづくり会の方から市民の皆さんに

お願いしていくという感じで、再度意識していくことが大事じゃ

ないかと思います。 

 例えば私も自治会長をやっていますのでその辺のところをまた

自覚しまして、自治会で話をしていきますけれども、今後意識を

高め、なんとか伝えていくということでよろしくお願いします。 

 

自治連合会で頑張ってもらったらいいんじゃないかな。 

 

ありがとうございました。色々と良いご意見を頂戴しました。

駅前周辺で啓発活動を行いますが、ちょっと頭にいれていただ 

きたいのが、開催月が偶数月になっておりますから、偶数月の第

３木曜日の１時半開始ということを頭に入れていただいて、ぜひ

この日にご協力をお願いしたいと思います。お忙しいと思います
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上田(事務局) 

 

 

 

 

葭田会長 

 

 

 

 

 

日置会員 

 

葭田会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が、よろしくお願いいたします。 

他にご意見ございませんか。 

 

今の話の補足で、活動の実施にあたり事前に各団体の皆さま方

にご案内を差し上げます。また、ご協力いただける人数をご報告

いただきたいと思っておりますので、お手数をおかけしますけれ

どもご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。色々なご意見を頂戴いたしましたけ

れども、以上の案件をもちまして、本日のすべての審議が終わり

ました。 

最後に何か皆様方の中でご意見ございましたら頂戴したいと思

います。 

 

有意義な会議で感激しております。 

 

ありがとうございます。 

 それでは、令和元年度第１回門真市美しいまちづくり推進協議

会総会を閉会とします。本日は、本当に皆様お忙しい中ありがと

うございました。 


